
�愛媛県告示第９３２号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２３年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

区 域 区 分

瀬戸町区域（八幡浜漁業
協同組合の地区のうち、
旧瀬戸町漁業協同組合の
地区）

主として船びき網を使用して営む漁業
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�愛媛県告示第９３３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２３年７月２６日

伯方港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域

� 位置

２－２工区

今治市伯方町木浦字西須ノ頭甲５３５番１６から同市伯方町木浦

字西須ノ頭甲５３５番１８までの地先公有水面

� 区域

２－２工区

次の９点から３０点までを順次直線で結んだ線並びに３０点と９

点を結ぶ平成２０年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ＋３．２７メートル）の

陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市伯方町木浦字池ノ奥乙３１６番１、国土地理院

「木浦」三等三角点）は、北緯３４度１２分３５秒４４１６、東経１３３度

０７分０３秒６３４５の地点

９点は、基点から真北１１９度０６分１２秒５６８．２７メートルの地点

１０点は、９点から真北１８９度４７分５３秒２．９７メートルの地点

１１点は、１０点から真北２７８度５９分１５秒０．６０メートルの地点

１２点は、１１点から真北１８９度１８分１９秒１４．６３メートルの地点

１３点は、１２点から真北２５４度２６分２５秒１４．４７メートルの地点

１４点は、１３点から真北１６７度５１分３４秒１．１４メートルの地点

１５点は、１４点から真北２５８度１３分４１秒１．９０メートルの地点

１６点は、１５点から真北３４８度３３分３９秒０．７０メートルの地点

１７点は、１６点から真北２５７度５６分３１秒２０．０１メートルの地点

１８点は、１７点から真北１６７度５１分５１秒０．６８メートルの地点

１９点は、１８点から真北２５７度１２分５９秒２．９５メートルの地点

２０点は、１９点から真北１６８度２１分５９秒０．１４メートルの地点

２１点は、２０点から真北２５４度５２分０２秒５．８７メートルの地点

２２点は、２１点から真北１６６度５３分３８秒１．００メートルの地点

２３点は、２２点から真北２５６度１３分５８秒１．４０メートルの地点

２４点は、２３点から真北３４６度３８分１６秒０．７０メートルの地点

２５点は、２４点から真北２５６度２０分０７秒２９．００メートルの地点

２６点は、２５点から真北１６６度０８分３５秒０．７０メートルの地点

２７点は、２６点から真北２５６度１４分３９秒１．３９メートルの地点

２８点は、２７点から真北３５４度４１分１２秒０．２５メートルの地点

３１点は、２８点から真北２５４度４８分５９秒３．４４メートルの地点

３０点は、３１点から真北３４７度０９分４２秒１７．３９メートルの地点

� 面積

２－２工区

１，５５４．４８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２１年７月７日 愛媛県指令２１港第２３７号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年７月２６日
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�愛媛県告示第９３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県
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平成２３年７月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年７月２６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

平成２３年７月２６日

愛媛県監査委員 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

同 岸 新

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市松末一丁目６２番９から

同市松末一丁目５７番１１まで
平成２３年７月２６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１６号

平成２３年７月１９日
伊予郡松前町大字昌農内字土居７番１

伊予郡松前町大字西古泉２８５番地１

有限会社アットホーム

監査委員告示

包 括 外 部 監 査 人 北 田 隆 の

監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

大 石 孝 光 松山市喜与町一丁目６番地２
きよまちマンション５０３号

平成２３年７月２６日から
平成２４年３月３１日まで

武 智 弘 泰 松山市南吉田町１４１３番地３９ 平成２３年７月２６日から
平成２４年３月３１日まで

山 本 浩 司 松山市清水町二丁目１７番地１７
ウィンズ清水３０１号

平成２３年７月２６日から
平成２４年３月３１日まで

宮 本 豪 東温市野田二丁目９番地５
ウタラハウス５０３号

平成２３年７月２６日から
平成２４年３月３１日まで
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平成２３年７月２６日 発行

愛 媛 県 報平成２３年７月２６日 第２２８７号

６３７


